
八
雲
総
合
病
院
で
は
、
次
に
よ
り
看

護
師
・
准
看
護
師
、
臨
床
工
学
技
士
、

臨
時
看
護
補
助
員
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
さ
れ
る
方
は
、
総
合
病
院
管

理
課
庶
務
係
ま
た
は
函
館
公
共
職
業

安
定
所
八
雲
出
張
所
に
備
え
付
け
の

申
し
込
み
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し

資
格
免
許
証
の
写
し

看
護
師
・

、

（

、

）

准
看
護
師

臨
床
工
学
技
士
の
場
合

を
添
え
て
、
総
合
病
院
管
理
課
庶
務

係
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
総
合
病
院
管
理
課
庶

務
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

０
１
３
７
‐

‐
２
１
８
５

5

63

《
看
護
師
・
准
看
護
師
・
臨
床
工
学

技
士
》

◆
募
集
人
員

若
干
名
（
臨
床
工
学

技
士
は
１
名
）

、

◆
面
接
予
定
日

書
類
選
考
の
う
え

別
途
連
絡
し
ま
す
。

◆
採
用
方
法

書
類
選
考
・
面

接
・
健
康
診
断

◆
応
募
資
格

看
護
師
、
准
看
護

師
ま
た
は
臨
床
工
学
技
士
の
資
格

を
お
持
ち
の
方

◆
採
用
予
定
日

随
時

《
臨
時
看
護
補
助
員
》

◆
募
集
人
数

若
干
名

◆
申
込
期
日

８
月

日
（
月
）

18

、

◆
面
接
予
定
日

書
類
選
考
の
う
え

別
途
連
絡
し
ま
す
。

◆
採
用
方
法

書
類
選
考
・
面
接
・

健
康
診
断

◆
勤
務
時
間

８
時

分
〜

時

30

17

00

分
（
４
週
８
休
制
。
配
置
場
所
に

よ
り
早
出
・
遅
出
・
３
交
替
勤
務

あ
り
）

◆
採
用
予
定
日

９
月
１
日

◆
日
額

５
，
９
０
０
円
〜
６
，
１
４
０
円

◆
特
別
賃
金

日
分
（
１
年
目
は

96

減
額
）

※
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
・
雇
用
保

険
・
労
災
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

北
海
道
で
は
、
空
き
缶
等
の
散
乱
防

止
、
不
法
投
棄
の
防
止
、
北
海
道
の
環

境
保
全
や
環
境
美
化
を
テ
ー
マ
と
し

て
、
ポ
ス
タ
ー
お
よ
び
標
語
を
公
募
し

ま
す
。

募
集
区
分
は
、
ポ
ス
タ
ー
が
小
学

生
の
部
（
４
年
生
か
ら
６
年
生
）
と

中
学
生
の
部
、
標
語
に
つ
い
て
は
、

道
内
に
在
住
す
る
個
人
と
な
っ
て
い

。

、

（

）

ま
す

締
め
切
り
は

９
月
５
日

金

で
す
。

詳
し
い
応
募
内
容
に
つ
い
て
は
、

住
民
生
活
課
環
境
衛
生
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

町
の
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
資

格
要
件
で
す
。

な
お
、
す
で
に
登
録
し
て
い
る
方

は
、
受
験
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
日
時

月
５
日(

水)

11
時

分
か
ら

13

30

◆
場
所

札
幌
市
、
小
樽
市
、
岩
見

沢
市
、
釧
路
市
、
帯
広
市
、
北
見

、

、

、

市
苫
小
牧
市

室
蘭
市

函
館
市

旭
川
市

◆
試
験
講
習

月
に
右
記
の
市
で

10

開
催
し
ま
す
。

◆
手
数
料

受
験
料
４
，
０
０
０
円

受
講
料
３
，
０
０
０
円

(

テ
キ
ス
ト
代
込)

◆
受
付
期
間

９
月
１
日(

月)

〜

日(

水)

10

※
た
だ
し
土
・
日
曜
日
は
除
く

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課
下
水
道
係
ま
た
は

総
合
支
所
地
域
振
興
課
へ

集

募

ご
み
の
散
乱
防
止
ポ
ス

タ
ー
・
標
語
コ
ン
ク
ー
ル

〜
夏
休
み
に
取
り
組
ん
で
！
〜

験

試
第

回
北
海
道
排
水
設
備

13
工
事
責
任
技
術
者
試
験

町道民税の第２期分と国民健康保険税の第３期分の納期限は、９月１日です。

息子あてに何度も電話がか

かってくる。相手に名前や

、「 」、用件を聞いても 本人に直接言う

「携帯電話の番号を教えろ」と言う

ばかりで、しつこく聞くと電話を切

られる。

息子に確認しても心当たりがないと

いう。

相談者は、20歳の息子を持

。 、 、つ母親 成人になると 原則

親権者など法定代理人の同意がなく

ても、単独で契約を結ぶことができ

ます。若者から多く寄せられる相談

は、次のようなものがあります。

①アポイントメントセールス

こんなときどうしたらいいの？

消費 生活 相談

Ｑ ＡＱ＆

息子さんいますか？
～若者を狙う悪質商法～

Ｑ

「モニターに選ばれた」と電話で

呼び出され、出向くとレジャー施設

や家電製品が割引されるという会員

サービスの勧誘。
、 、契約したが 利用する機会もなく

商品も必要ないので解約したい、と
いうもの。
②デート商法
相談者は男性 女性から アンケー。 「
トに答えて」と電話があり、答えた
ことからメル友になった。女性が働
く宝石店に誘われ「私がデザインし

」 、た指輪を身につけて と言われ購入
次に会った時にはネックレスを購入
した。支払いが大変なので解約した
い、と伝えると女性と連絡がつかな
くなってしまった。好意を持ち、嫌

、われたくなかったので断れなかった
というもの。
③マルチ商法

Ａ

「久しぶりに会わないか」と友人
から食事に誘われ、出向くとネット
ワークビジネスの勧誘で 「入会す、
るためにダイヤを購入し、人を紹介
すれば収入になる。月収百万円も夢
じゃない。勝ち組になろう」と説明
された。断ろうと思ったが、連れて
行かれた消費者金融でお金を借りて
入会。誰も誘えず、ローンも支払え
ない、というもの。
①②については 契約書を受け取っ、

た日を含めて８日間、③は、20日
間クーリング・オフが可能です。以
上のような事例のほかにも、若者を
狙った悪質商法にはさまざまなもの
があります。
納得できない契約をしてしまった

場合は、お近くの消費生活センター
まで。

【北のくらし(北海道消費者協会)より転載】

消費生活の相談は、北海道立消費生活センター相談専用ダイヤル（ 055
0-7505-0999）、消費生活センター渡島相談所（ 0138-34-2350）5
または役場企画振興課地域振興係（ 0137-62-2111）、総合支所産5
業課（ 01398-2-3111）まで5

看
護
師
・
准
看
護
師
・

臨
床
工
学
技
士
・
臨
時

看
護
補
助
員
募
集


